
　              　　　主        　　　　　　文
　　　１　本件控訴を棄却する。
　　　２　控訴費用は控訴人の負担とする。
                　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　控訴の趣旨
　　(1)　原判決主文第１項を取り消す。
　　(2)　上記取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。
　　(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　２　控訴の趣旨に対する答弁
　　　主文同旨
第２　事案の概要
　１(1)ア　被控訴人は，別件訴訟において，平成８年５月３１日，Ａとの間で，Ａ
から原判決の別紙物件目録記載１の土地及び同目録記載２の土地（合計面積８７
９．９５㎡。以下，これらを併せて「本件土地」という。）を現状有姿のまま代金
１億８３５０万円で買い受けることなどを内容とする裁判上の和解（以下「本件和
解」という。）をした。被控訴人は，平成８年６月１０日，本件土地から譲渡しな
い土地（全体の１１．３６％相当の１００㎡。以下「本件非売土地」という。）を
除く土地部分（７７９．９５㎡。以下「本件譲渡土地」という。）を，株式会社ハ
ウジング大興（以下「大興」という。）に対し２億４０００万円で譲渡した。
　　　イ　被控訴人は，大興に対し２億４０００万円で譲渡したことにより得た利
益について，分離課税の長期譲渡所得として租税特別措置法３１条（長期譲渡所得
の課税の特例。以下「本件特例」という。）を適用して確定申告した。
　　　ウ　これに対し，控訴人は，平成１０年６月３０日付けで，同譲渡所得は分
離課税の短期譲渡所得であり，本件特例の適用はないとして，短期譲渡所得金額を
５６９４万９９５８円，納付すべき税額を２４１２万５２００円とする更正処分
（以下「本件更正」という。）及び過少申告加算税を２７６万２０００円とする賦
課決定処分（以下「本件賦課決定」という。）をした。
　　　エ　被控訴人は，平成１０年９月１日，本件更正及び本件賦課決定に対して
異議を申し立てたが，同年１２月３日異議を棄却する旨の決定を受けた。被控訴人
は，平成１１年１月５日，国税不服審判所長に対し審査請求をしたが，平成１２年
４月２４日審査請求を棄却する旨の裁決を受けた。
　　(2)　本件は，被控訴人が控訴人に対し，短期譲渡所得としてされた本件更正に
は次の違法があると主張して，本件更正及び本件賦課決定の取消しを求めた事案で
ある。
　　　ア　主位的主張　　本件和解は所有権移転過程と異なるものであり，要素の
錯誤があるから無効である。被控訴人は，本件譲渡土地について２万４０００分の
５６５０の共有持分を有しており，本件非売土地はもともと被控訴人の所有であ
る。したがって，上記共有持分権の譲渡に係る部分は，分離課税の長期譲渡所得に
当たり，当該所得に本件特例の適用がある。
　　　イ　予備的主張　　被控訴人及びＡは，立退料の性格を有する和解金の支払
に代えて，本件土地の総額から当該和解金相当額を控除した額で被控訴人に譲渡し
た。その立退料相当の利得は一時所得に当たる。
　　(3)　これに対し，控訴人は，次のとおり主張して争った。
　　　ア　主位的主張のうち，本件和解が無効であること，本件土地につき被控訴
人が所有権ないし共有持分を有することを争う。被控訴人は平成８年中にＡから本
件土地を売買により取得し，同年中に本件土地の一部である本件譲渡土地を大興に
譲渡した。したがって，当該譲渡に係る所得は分離課税の短期譲渡所得に該当し，
また，本件建物に所有者として居住していた期間がないから，本件特例の適用はな
い。
　　　イ　予備的主張を否認ないし争う。
　２　第１審裁判所は，次のとおり判断して，被控訴人の請求のうち，本件更正の
うち税額９９８万８５００円を超える部分及び本件賦課決定のうち税額６４万１０
００円を超える部分をいずれも取り消す限度で認容し，その余を棄却した。
　　(1)　本件和解には何らの瑕疵もない。本件和解当時，被控訴人が本件土地に関
して所有権や共有持分権を有していたとは認められない。
　　(2)ア　本件和解を成立させる前提として，Ａが被控訴人に対して有する本件土
地について双方が客観的な時価と認識していた２億６０００万円の代金請求権と，



被控訴人がＡに対して有する和解金（立退料）支払請求権が対当額で相殺され，そ
の残額のみが本件土地の代金額１億８３５０万円として本件和解調書に記載されて
本件和解が成立した。
　　　　　被控訴人が，本件土地を取得するに当たって負担した費用は，Ａに対し
て支払った１億８３５０万円（本件非売土地の代金相当額を除く。）に，被控訴人
が本来受け取るべきであった立退料（ただし，本件土地全体に占める本件譲渡土地
部分の割合に応じた金額）としての和解金額を加えた総額であった。被控訴人が受
け取るべき立退料は，上記２億６０００万円から現実にＡに支払った１億８３５０
万円との差額である７６５０万円であり，本件譲渡土地についての立退料は，地積
比で算出すると６７８０万６３２４円になる。
    　イ　被控訴人が本件譲渡土地の取得に要した費用は，２億３０４５万２８６
６円である。また，本件譲渡土地の譲渡費用は，合計２０４０万３５００円であ
る。本件譲渡所得は分離課税の短期譲渡所得であって，１０８５万６３６６円の損
失が生じている。
    　ウ　被控訴人は，Ａから和解金として７６５０万円の支払を受けているもの
とみるべきところ（実際には本件土地の代金額と相殺されている），この和解金は
本件土地及び本件居宅の明渡訴訟における立退料としての性質を有し，被控訴人の
一時所得である。
    (3)　被控訴人の納付すべき税額は９９８万８５００円であるから，本件更正の
うちこれを超える部分は取り消されるべきである。
　　(4)　被控訴人の納付すべき過少申告加算税の額は６４万１０００円であるか
ら，本件賦課決定のうちこれを超える部分は取り消されるべきである。
　　　これに対し，控訴人が上記判決について控訴した。
　３　前提事実，争点，当事者の主張は，次のとおり付加するほかは，原判決の
「事実及び理由」欄の第２の１ないし３と同じであるから，これを引用する。
　　（付加）
　　(1)　被控訴人の当審における予備的主張の追加
　　　　本件和解において，Ａが被控訴人に対し本件土地を１億８３５０万円で売
却したのは，本件土地について被控訴人の使用借権が存することを考慮し，本件土
地の時価２億６０００万円から被控訴人の使用借権の価格分を控除したものであ
る。したがって，その差額の７６５０万円は，被控訴人の本件土地についての使用
借権の対価である。
　　(2)　控訴人の認否
　　　ア　上記(1)の事実を否認する。
　　　イ　仮に被控訴人に使用借権があるとしても，使用借権は譲渡性，相続性に
欠けるから，経済的価値はない。
　　　　　また，Ｂは，Ａ及びＣの申出により３か月以内に無断使用土地を無条件
で明け渡すとの念書を交わしているから，これをＢの本件土地についての使用借権
とみるとしても，立退料を請求し得ないものである。しかも，Ｂ（及びその妻被控
訴人）は昭和３０年から平成７年まで約４０年間本件土地の使用を継続しているか
ら，Ａは民法５９７条２項ただし書の規定により被控訴人に対して本件土地等の返
還請求を求めることも可能であったとみるべきである。したがって，被控訴人の本
件土地についての使用借権は，経済的価値がないから，その移転補償金相当の金銭
の授受については贈与があったものとみなされ，贈与税の対象になるだけのことで
ある。
第３　当裁判所の判断
　１　事実関係
　　　証拠（甲２ないし６，８ないし１３，２４，乙１の１及び２，２ないし７，
１１，１２の１及び２，１４，証人Ｄ）及び弁論の全趣旨によれば，本件和解に至
る経緯等について，次の事実が認められる。
　　(1)　被控訴人の夫Ｂは，昭和３０年ころから，本件土地上に存する原判決の別
紙物件目録記載３の建物（以下「本件居宅」という。）に居住して，本件土地にお
いて植木屋を営むほか，共同住宅等４棟（以下「本件共同住宅」という。）を同土
地上に建築して賃貸収入を得るなどしていた。
　　　　被控訴人は，昭和６２年ころからＢと内縁関係となって本件居宅に居住し
始め，平成５年１０月７日Ｂと婚姻の届出をした。Ｂは，平成６年１月１９日に死
亡した。
　　(2)　本件土地は，もとＥの所有であったところ，昭和９年５月２８日売買によ



りＢの兄Ｆに所有権移転登記がされ，昭和４５年３月３０日に昭和３０年７月３日
Ｆ死亡による相続を原因として，Ｆの子であるＧ，Ｈ，Ｉ及びＪに相続登記がさ
れ，昭和５８年８月９日に同年７月２７日交換を原因としてＦの長男Ｋに所有権移
転登記がされ，平成２年２月９日に平成元年８月１４日Ｋ死亡による相続を原因と
して，Ｋの妻Ａに相続登記がされている。
　　　　本件居宅は，昭和４５年３月３０日に昭和３０年７月３日Ｆ死亡による相
続を原因として，Ｋに相続登記がされ，平成２年２月９日に平成元年８月１４日Ｋ
死亡による相続を原因として，Ａに相続登記がされている。
　　(3)　Ｂは，平成２年１２月に本件土地上に本件共同住宅の一部の建築を始めた
が，その際，Ａ及びその子Ｃから要請を受けて，将来Ａ及びＣの申出があった場
合，Ｂ又はその関係者は３か月以内に無条件にＡ又はＣに同建物を引き渡すか，又
はこれを取り壊して無断使用土地部分を明け渡すことを約す旨の念書を差し入れ
た。
　　(4)　Ａは，平成６年ころ，多額の相続税の納税に迫られ，本件土地を売却する
ことによって納税資金を確保したいと考えたが，本件土地上には，被控訴人が居住
する本件居宅と，Ｂ（同人の死亡後は被控訴人）が第三者に賃貸している本件共同
住宅とが存在していたため，本件土地を売却することができないでいた。
　　　　被控訴人側はＡ側に対して，本件土地を被控訴人が買い取り，被控訴人が
居住する土地だけ残して売却し，売却代金の半分をＡに支払うという和解案を申し
出ていたが，この話はまとまらなかった。
　　　　そこで，Ａが，平成７年５月，本件土地上に存する本件居宅はＡの所有で
あり，被控訴人は何らの権限もなく本件居宅に居住し本件土地を占有しているとし
て，本件土地及び本件居宅の明渡しを求める訴えを東京地方裁判所八王子支部に提
起したところ，被控訴人は，本件土地について２０年の取得時効の完成によって所
有権を取得したとして，本件土地についての移転登記手続を求める反訴を提起した
（以下「別件訴訟」という。）。
　　　　別件訴訟では，裁判所の勧告を受けて和解交渉が行われた。当初は，裁判
官から「土地の使用借権だから，更地の１～２割が立退料の相場」との話もあっ
て，Ａも無償で立退きを求めるのは無理と考え，被控訴人に立退料を支払う方向で
交渉が行われ，Ａ側が２０００万円程度の金額を提示したのに対し，被控訴人は，
８０００万円程度を要望していた。
　　　　しかし，和解交渉の過程で，Ａは，本件土地上に被控訴人の居住する本件
居宅と第三者に賃貸中の本件共同住宅が存在し，本件土地の境界確定に問題があっ
たことから，本件土地売却の前提として，自らが共同住宅の賃借人と明渡交渉を行
ったり，境界を確定させることは困難であると考えるようになり，他方，被控訴人
も，本件土地から完全に立ち退くのでなく，老後の住居を確保するために本件土地
のうちの３０坪を取得し，かつ当座の生活費として少なくとも１０００万円程度を
取得できるような内容の和解を望むようになった。そこで，被控訴人の代理人Ｌ弁
護士は，平成８年２月ころ，被控訴人が本件土地をいったん取得し，被控訴人の居
住に必要な部分を残して，他の部分につき被控訴人において借家人との明渡交渉を
行った上で売却し，売却代金の相当部分をＡに支払うという枠組みを考案し，以
後，このような方向で和解交渉が進行した。なお，双方の訴訟代理人とも，本件土
地の当時の時価は坪１００万円であり，全体として２億６０００万円程度のもので
あると認識し，その前提で交渉していた。
　　　　Ｌ弁護士は，同月２８日に大興の社員と接触を開始して本件譲渡土地を２
億４０００万円で購入する意向があることを確認し，本件和解の成立日の直前ころ
には，被控訴人が本件土地を取得し，そのうち本件非売土地を除いた残りの本件譲
渡土地を大興に２億４０００万円で売却し，この売却代金のうち１億８３５０万円
をＡに取得させ，残りの代金は被控訴人が取得し，その中から被控訴人が借家人の
明渡し，更地化合分筆などに必要な費用（以下「更地化等処分費用」という。）を
負担するという内容で了解を取り付けた。
　　(5)　別件訴訟において，被控訴人とＡとの間で，平成８年５月３１日に，次の
内容の本件和解が成立した。
　　　ア　Ａは被控訴人に対し，同日，本件土地を現状有姿のまま代金１億８３５
０万円で売り渡す。
　　　イ　被控訴人はＡに対し，前記アの代金を，平成８年６月１０日限り支払
い，これと引換えにＡは本件土地につき前記アの売買を原因とする，被控訴人又は
被控訴人の指定する第三者への所有権移転登記手続をする。



　　　ウ　Ａは被控訴人に対し，平成８年６月１０日限り，前記アの代金の支払を
受けるのと引換えに，本件土地等についての抵当権設定登記を抹消した上，本件土
地を現状有姿のまま引き渡す。
　　　エ　Ａは，被控訴人から前記アの代金の支払を受けた日限り，被控訴人に対
し本件居宅の所有権を放棄し，被控訴人が本件居宅を被控訴人の費用で取り壊すこ
とに異議がない。
　　(6)　被控訴人と大興は，平成８年５月３１日，本件譲渡土地を代金２億４００
０万円で売却する旨の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し，その
際に次の要旨の特約を締結した。
　　　ア　本件売買契約は，被控訴人が本件土地の登記名義人であるＡから本件売
買契約の諸条件の承認を受けることを停止条件として成立し，万一その承認が得ら
れない場合，被控訴人は大興に受領済みの手付金を返還し，本件売買契約を白紙撤
回することができるものとする。
　　　イ　被控訴人は内金の受領と同時に，大興に対して本件土地の所有権登記を
移転する。
　　　ウ　大興は本件土地の合分筆完了後，本件非売土地の所有権登記を被控訴人
に返還するものとする。
　　(7)　本件土地及び本件居宅について，Ａから，被控訴人の指定する大興に対
し，平成８年６月１０日売買を原因とする所有権移転登記がされた。その後，本件
非売土地について，同年１１月７日付けで真正な登記名義の回復を原因として大興
から被控訴人に対し所有権移転の登記がされた。
　　　　一方，被控訴人は，同年６月１０日ころ，大興から本件売買契約の代金の
一部として１億８５００万円の支払を受け，Ａに本件購入代金１億８３５０万円を
支払った。Ａは，これをもって滞納相続税の支払に充てた。
　２　所得税の所得区分について
　　(1)　被控訴人は，所得税の所得区分として，主位的に，ａ　本件土地の所有権
移転過程は本件和解とは全く異なっているから，本件和解は要素の錯誤があり無効
である，ｂ　被控訴人は，本件土地の所有権又は共有持分を有していたとの前提に
立って，本件売買契約に係る所得は長期譲渡所得であり本件特例の適用があると主
張する。
　　　　しかしながら，上記ａの点について，本件和解に要素の錯誤があることを
認めるに足りる証拠はない。上記ｂの点について，本件全証拠によっても，本件和
解当時，被控訴人が本件土地について所有権や共有持分権を有していたことを認め
るに足りない。
　　　　したがって，被控訴人の上記主張は，その前提において採用することがで
きない。
  　(2)　被控訴人は，所得税の所得区分として，予備的に，ａ　被控訴人及びＡ
は，立退料の性格を有する和解金の支払に代えて，本件土地の総額から当該和解金
相当額を控除した額で被控訴人に譲渡した，ｂ　本件土地についての使用借権を有
する被控訴人が，Ａからその底地所有権を，本件土地の時価２億６０００万円から
その使用借権分を控除した１億８３５０万円で購入したものであるとし，その差額
は一時所得であると主張する。
  　　　そこで，検討するに，本件土地上には，Ｂ（同人の死亡後はその妻である
被控訴人）が居住する本件居宅と，Ｂ（同人の死亡後は被控訴人）が第三者に賃貸
している本件共同住宅とが存在しており，Ｂ（同人の死亡後は被控訴人）が本件土
地及び本件居宅を無償で使用してきたことは前示のとおりである。そうすると，Ｂ
は，本件土地上にある本件居宅に無償で居住しており，本件居宅の使用借権を有し
ていたこと，また，本件土地上の一部に本件共同住宅を所有し，使用借権を有して
いたこと，Ｂ死亡後は，その妻である被控訴人が本件土地等についての使用借権を
有していたものと認められる。
　　　　そして，①　Ａが，被控訴人を相手方として，本件土地の所有権に基づ
き，本件居宅に居住して本件土地及び本件居宅の明渡しを求める別件訴訟を提起し
たこと，②　被控訴人とＡは，別件訴訟において，裁判官の勧告を受けて和解交渉
に入り，その過程で，被控訴人代理人Ｌ弁護士が，いったん被控訴人が本件土地を
買い受けてこれを第三者に売却する方式を考案して，その方向で和解の話を進め，
大興と接触して本件譲渡土地を２億４０００万円で購入する意向があることを確認
した上で，本件和解の成立日の直前ころ，被控訴人が本件土地を取得し，そのうち
本件非売土地を除いた残りの本件譲渡土地を大興に２億４０００万円で売却し，こ



の売却代金のうち１億８３５０万円をＡに取得させ，残りの代金は被控訴人が取得
し，その中から被控訴人が借家人の明渡し，更地化等処分費用を負担するという内
容で了解を取り付けたこと，③　平成８年５月３１日，別件訴訟において，Ａが被
控訴人に本件土地を現状有姿のまま代金１億８３５０万円で売り渡すことなどを内
容とする本件和解が成立したこと，④　被控訴人と大興は，平成８年５月３１日付
けで本件譲渡土地について本件売買契約を締結したこと，⑤　本件土地及び本件居
宅について，Ａから被控訴人の指定する大興に対し平成８年６月１０日売買を原因
とする所有権移転登記がされ，その後，本件非売土地について，同年１１月７日付
けで真正な登記名義の回復を原因として大興から被控訴人に対し所有権移転の登記
がされたことは前示のとおりである。
　　　　これらの事実を総合すると，控訴人の予備的主張のａ事実は認め難いもの
の，本件土地の使用借権を有する被控訴人が，本件和解において，本件土地所有者
のＡから使用借権負担付きの所有権（使用借権底地）を買い取ることとし，本件土
地の時価２億６０００万円から本件土地の使用借権負担解消費用相当分と更地化等
処分費用負担の補てん分とを控除して，使用借権負担付きの所有権を１億８３５０
万円で購入したものと解される。
　　　　そうすると，被控訴人が本件土地を購入したことによって得た，本件土地
の時価と本件購入額との差額７６５０万円は，本件土地の第三者への即売却によっ
て解消させる被控訴人の本件土地についての使用借権の負担解消に伴う損失補償的
金員（いわゆる対価性のない立退料）と更地化等処分費用の負担の補てん分である
とみるのが相当である。このうちの少なくとも前者の所得は，譲渡所得以外の所得
であって，労務その他の役務の対価でなく，資産の譲渡の対価としての性質も有し
ないから，所得税法３４条１項所定の一時所得に該当するというべきである。そし
て，このうちの後者の利得分は，本件譲渡土地の譲渡のための必要経費の補てん分
であっても，一体の処分として行われる後の譲渡費用の経費として取り扱えば足り
るから，被控訴人の本件土地取得の段階では一時所得としてみるのが相当である。
　　(3)ア　これに対し，控訴人は，ａ　被控訴人の申告に従い，本件譲渡土地との
取得とその後の転売という事実経過に即して短期譲渡所得とみて処分を行ったにす
ぎず，申告納税制度の下で当然の処分を行ったものである，ｂ　被控訴人に使用借
権があるとしても，使用借権に経済的価値はない，ｃ　Ｂは，Ａ及びＣの申出によ
り３か月以内に無断使用土地を無条件で明け渡すとの念書を交わしているから，こ
れをＢの本件土地についての使用借権とみるとしても，立退料を請求し得ないもの
であり，しかも，昭和３０年から平成７年まで約４０年間使用を継続しているか
ら，Ａは民法５９７条２項ただし書の規定により被控訴人に対して本件土地等の返
還請求を求めることも可能であったとみるべきであり，本件土地についての使用借
権は経済的価値がないから，それに対して支払われた立退料的金員は贈与であると
主張する。
　　　イ　しかしながら，上記ａの点について，本件和解において，本件土地の使
用借権を有する被控訴人が，本件土地所有者のＡからその使用借権負担付きの所有
権を買い取ることとし，本件土地の時価２億６０００万円から本件土地の使用借権
負担解消費用相当分等を控除して１億８３５０万円で購入したこと，本件土地の第
三者への即売却によって得た本件土地の時価と本件購入額との差額７６５０万円
は，本件土地の使用借権負担消滅のための損失補償的金員相当分と更地化等処分費
用負担の補てん分であって，一時所得に当たることは前示のとおりである。被控訴
人の申告内容が上記認定と異なるからといって，客観的事実判断の下に一時所得に
当たるとする判断を否定することはできない。
　　　ウ　上記ｂの点について，土地の使用借権は，公共用地の取得に伴う損失補
償基準要綱第１２条などにみられるように，使用借主が立ち退く際に補償を要する
法的利益のある権利として取り扱われ，また，使用借権負担付きの土地所有権を売
買等取引する際にも使用借権負担分が取引制約要因として正当な減価要因として不
動産評価されているものであり，これらの評価において使用借権は借地権の３割く
らいで算定されている実例が多いことにかんがみても，土地使用借権は経済的利益
のある権益であるというべきである。使用借権が譲渡性，相続性を欠くことをもっ
てその経済的価値を否定することは，少なくとも本件のような所得税課税処理上は
相当でない。
　　　エ　また，上記ｃの点について，ＢがＡ及びＣに念書を交わした事実や，昭
和３０年から平成７年まで約４０年間使用を継続した事実から，直ちにＢが本件土
地についての使用借権につき，立退料を請求しないとか，経済的価値がないと認め



るのは相当でない。
　　　オ　したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
　　(4)　以上のとおり，被控訴人の上記所得は一時所得である。そうすると，本件
売買契約に係る所得を短期譲渡所得としてされた本件更正及び本件賦課決定はいず
れも違法であり，取消しを免れない。
　３　被控訴人の所得税及び過少申告加算税の各税額
　　(1)　被控訴人の短期譲渡所得
　　　　被控訴人が，本件譲渡土地の取得に要した費用は，２億３０４５万２８６
６円〔本件土地の時価２億６０００万円に，本件土地に占める本件譲渡土地の地積
比の割合（７７９．９５／８７９．９５）を乗じたもの〕とみることができる。
　　　　また，証拠（甲１７）によれば，本件売買契約に要した譲渡費用は，２０
４０万３５００円〔内訳：①　フラップに支払った仲介手数料７４７万円，②　フ
ラップを仲介人として本件土地上に存していた本件共同住宅の借家人に対して支払
った立退料及び立退きに伴う労務手数料５００万円，③　有限会社佐藤清運に支払
った立退料４５８万３５００円，④　Ｍに支払った境界確認及び現況測量費３５万
円，⑤　Ｌ弁護士に支払った弁護士報酬３００万円（Ｌ弁護士の上記報酬は別件訴
訟の代理人としての報酬であるから，その一部は被控訴人の一時所得に係る費用で
あるが，これを分けるのは困難である上，これを分けても分けなくても，本件土地
の取得と本件譲渡土地の譲渡は実質的には一体の処分であるので，費用の損益通算
をすることによって
税額は同じになるから，ここで一括して計上する処理をする。）〕であると認めら
れる。
    (2)　被控訴人の一時所得
　　　　上記のとおり，被控訴人が得た本件土地についての使用借権負担分の解消
に伴う損失補償的金員相当分及び更地化等処分費用の経費等補償分７６５０万円
（本件土地の時価２億６０００万円から本件購入額１億８３５０万円を控除した
額）は，一時所得である。
　　(3)　被控訴人の所得税額
　　　　以上を前提として，本件における被控訴人の所得税及び過少申告加算税の
各税額について検討する（原判決の別紙平成８年分の被控訴人の納付すべき所得税
額のとおり）。
　　　ア　雑所得の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万２４００円
　　　イ　一時所得の金額　　　　　　　　　　　　　　７６００万００００円
          　ただし，被控訴人が本件土地の使用借権負担分の解消に伴う損失補償
的金員相当分及び更地化等処分費用の経費等補てん分としてＡから得た７６５０万
円から所得税法３４条２項の特別控除額５０万円を控除した額
　　　ウ　分離課税の短期譲渡所得の金額　　　　　　△１０８５万６３６６円
　　　　　　ただし，本件譲渡土地の売却金額である２億４０００万円から，本件
譲渡土地の取得に要した費用２億３０４５万２８６６円及び本件譲渡土地の譲渡費
用２０４０万３５００円の合計額を控除した額
　　　エ　総所得金額　　　　　　　　　　　　　　　　３２５９万４２１７円
　　　　　　ただし，所得税法６９条１項，同施行令１９８条２号の定めによりイ
の金額からウの金額を控除した後の金額に所得税法２２条２項２号により２分の１
を乗じて算出した金額に，アの金額を加えた額
　　　オ　所得控除金額　　　　　　　　　　　　　　　　　４５万６４００円
　　　カ　課税総所得金額　　　　　　　　　　　　　　３２１３万７０００円
　　　　　　ただし，前記エから前記オを控除した後の額（国税通則法１１８条１
項により，１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額である。）
　　　キ　納付すべき税額　　　　　　　　　　　　　　　９９８万８５００円
　　　　　　ただし，前記カに対し，所得税法８９条の税率を適用し，さらに平成
８年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成８年法律第１８号）４条による
特別減税額５万円を控除した額（国税通則法１１９条１項により，１００円未満の
端数を切り捨てた後の金額である。）　
    (4)　本件更正の違法
　　　　本件更正は被控訴人の納付すべき税額を２４１２万５２００円としている
ところ，前記認定のとおり被控訴人の納付すべき税額は９９８万８５００円であ
る。したがって，本件更正のうちこれを超える部分は取り消されるべきである。
　　(5)　本件賦課決定の違法



　　　　被控訴人の納付すべき過少申告加算税の額は，６４万１０００円〔内訳：
①　被控訴人が新たに納付すべきことになった税額５７０万円（被控訴人の納付す
べき税額９９８万８５００円から期限内申告税額４２８万１２００円を控除した金
額。ただし，国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた
もの）に，同法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した
金額５７万円，②　同条２項の規定に基づき，新たに納付すべき税額のうち期限内
申告税額４２８万１２００円を超える部分に相当する税額１４２万円（ただし，同
法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てたもの）に，１００分の
５の割合を乗じて算出した金額７万１０００円〕となる。          
　　　　したがって，本件賦課決定２７６万２０００円のうち６４万１０００円を
超える部分は取り消されるべきである。
  ４　結論
　　　以上によれば，本件更正のうち，税額９９８万８５００円を超える部分，ま
た，本件賦課決定のうち，税額６４万１０００円を超える部分はいずれも取り消す
べきであり，被控訴人のその余の請求は理由がないから棄却すべきであり，これと
結論を同じくする原判決は相当である。
　　　よって，本件控訴を棄却することとし，主文のとおり判決する。
　　　　東京高等裁判所第１６民事部

　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　鬼　　頭　　季　　郎

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　納　　谷　　　　　肇

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　畠　　山　　　　　稔


